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市第 103 号議案 

  横浜市総合保健医療センター条例等の一部改正 

横浜市総合保健医療センター条例等の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

令和８年２月10日提出 

横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市条例（番号） 

   横浜市総合保健医療センター条例等の一部を改正する条 

   例 

 （横浜市総合保健医療センター条例の一部改正） 

第１条 横浜市総合保健医療センター条例（平成４年３月横浜市条

例第25号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第４号アを次のように改める。 

   ア 診断書 

(ア) 自動車損害賠償責任保険に関する診断書、生命保険に

関する診断書その他記載事項がこれらに類するもの １

通 9,900 円 

(イ) 年金に関する診断書その他記載事項がこれに類するも

の １通 6,600 円 

(ウ) その他の診断書 １通 4,400 円 

  第９条第４号イ(ア)中「 1,000 円」を「 4,400 円」に改め、同号 

イ(イ)中「 500 円」を「 2,200 円」に改める。 

 （横浜市スポーツ医科学センター条例の一部改正） 

第２条 横浜市スポーツ医科学センター条例（平成９年10月横浜市

条例第59号）の一部を次のように改正する。 
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  別表中 

 「 

診断書及び証明書                １通につき      3,000   

 

                             」

 を 

 「 

 

診  

断  

書  

  

自動車損害賠償責任保険に関する診断書、生 

命保険に関する診断書その他記載事項がこれ 

らに類するもの              

１通につき   

     9,900  

年金に関する診断書その他記載事項がこれに 

類するもの                
   6,600   

その他の診断書                 4,400   

証  

明  

書  

医師の診断を必要とする証明書       

１通につき   

   4,400   

その他の証明書                 2,200   

 
                             」 

に改める。 

（横浜市寿町健康福祉交流センター条例の一部改正） 

第３条 横浜市寿町健康福祉交流センター条例（平成29年10月横浜

市条例第32号）の一部を次のように改正する。 

  第13条第１号イ(ア)を次のように改める。 

(ア) 診断書 

a  自動車損害賠償責任保険に関する診断書、生命保険

  に関する診断書その他記載事項がこれらに類するもの

   １通 9,900 円 

b  年金に関する診断書その他記載事項がこれに類する
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もの １通 6,600 円 

c  その他の診断書 １通 4,400 円 

第13条第１号イ(イ) a中「 1,000 円」を「 4,400 円」に改め、同

号イ(イ) b中「 500 円」を「 2,200 円」に改める。 

 （横浜市総合リハビリテーションセンター条例の一部改正） 

第４条 横浜市総合リハビリテーションセンター条例（昭和62年３

月横浜市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

第９条第３号カ中「額」の次に「の範囲内で指定管理者が市長

の承認を得て定める額」を加え、同号カ(ア)を次のように改める。 

(ア) 診断書 

a  自動車損害賠償責任保険に関する診断書、生命保険

 に関する診断書その他記載事項がこれらに類するもの

  １通 9,900 円 

b  年金に関する診断書その他記載事項がこれに類する

もの １通 6,600 円 

c  その他の診断書 １通 4,400 円 

第９条第３号カ(イ) a中「 1,000 円」を「 4,400 円」に改め、同

号カ(イ) b中「 500 円」を「 2,200 円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の横浜市総合保健医療センター条例

、第２条の規定による改正後の横浜市スポーツ医科学センター条

例、第３条の規定による改正後の横浜市寿町健康福祉交流センタ
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ー条例及び第４条の規定による改正後の横浜市総合リハビリテー

ションセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に

係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金につ

いては、なお従前の例による。 

 

   提 案 理 由 

横浜市総合保健医療センター等の診断書及び証明書の交付に係る

利用料金を改定する等のため、横浜市総合保健医療センター条例等

の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 総 合 保 健 医 療 セ ン タ ー 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

 （ 利 用 料 金 ） 

第 ９ 条  セ ン タ ー を 利 用 す る 者 は 、 指 定 管 理 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ る

額 を 合 算 し て 得 た 額 の 当 該 利 用 に 係 る 料 金 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と

い う 。） を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 

（ 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 省 略 ） 

(4)  診 断 書 等 の 交 付 を 求 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 額 の 範 囲 内 で 指

定 管 理 者 が 市 長 の 承 認 を 得 て 定 め る 額 

ア  診 断 書 

   自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険 に 関 す る 診 断 書 、 生 命 保 険 に 関 
(ア)   

年 金 に 関 す る 診 断 書 そ の 他 記 載 事 項 が こ れ に 類 す る も の 

す る 診 断 書 そ の 他 記 載 事 項 が こ れ ら に 類 す る も の  １ 通   
１ 通  3,000 円 

9,900 円 
 

年 金 に 関 す る 診 断 書 そ の 他 記 載 事 項 が こ れ に 類 す る も の 
(イ)   

そ の 他 の 診 断 書  １ 通  1,000 円 

１ 通  6,600 円 
 

(ウ)  そ の 他 の 診 断 書  １ 通  4,400 円  
 

イ  証 明 書 

                     4,400 円 
(ア)  医 師 の 診 断 を 必 要 と す る 証 明 書  １ 通     

                     1,000 円 

2,200 円  
(イ)  そ の 他 の 証 明 書  １ 通 

              500 円 

  （ 第 ５ 号 省 略 ） 

   

横 浜 市 ス ポ ー ツ 医 科 学 セ ン タ ー 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行)  

別 表 （ 第 14 条 第 ２ 項 ） 
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 種      別 単   位  利 用 料 金  

               （省      略）  

 

診  

 

断  

 

書  

 

自動車損害賠償責任保険に関する診断書、生 

 

命保険に関する診断書その他記載事項がこれ 

 

らに類するもの              

 １通につき     

 

 9,900  

 

年金に関する診断書その他記載事項がこれに 

 

類するもの  

   

 6,600  

 

その他の診断書  

       

 4,400  

 

証  

 

明  

 

書  

 

医師の診断を必要とする証明書       

 
１通につき     

 

 4,400  

 

その他の証明書   

 

 2,200  

 

          

診断書及び証明書  

     

１通につき   

        

 3,000  

               （省      略）  

 

（ 備 考 省 略 ） 

 

横 浜 市 寿 町 健 康 福 祉 交 流 セ ン タ ー 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

（ 利 用 料 金 ） 

第 13 条  利 用 者 は 、 指 定 管 理 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 額 の そ の 利 用 に 

係 る 料 金 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。） を 支 払 わ な け れ ば な ら な

い 。 

(1)  診 療 所 及 び 精 神 科 デ イ ・ ケ ア 施 設 を 利 用 す る 場 合 は 、 次 に 掲

げ る 額 を 合 算 し て 得 た 額 

（ ア 省 略 ） 
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イ  診 断 書 等 の 交 付 を 求 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 額 の 範 囲 内 に

お い て 、 指 定 管 理 者 が 市 長 の 承 認 を 得 て 定 め る 額 

(ア)  診 断 書 

      自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険 に 関 す る 診 断 書 、 生 命 保 険 に 
a  

      年 金 に 関 す る 診 断 書 そ の 他 記 載 事 項 が こ れ に 類 す る も 

関 す る 診 断 書 そ の 他 記 載 事 項 が こ れ ら に 類 す る も の  １ 
の  １ 通  6,300 円 

通  9,900 円 
 

年 金 に 関 す る 診 断 書 そ の 他 記 載 事 項 が こ れ に 類 す る も 
b   

そ の 他 の 診 断 書  １ 通  5,400 円  

の  １ 通  6,600 円 
 

c  そ の 他 の 診 断 書  １ 通  4,400 円 
 

(イ)  証 明 書 

                      4,400 円 
a  医 師 の 診 断 を 必 要 と す る 証 明 書  １ 通     

                     1,000 円 

 2,200 円  
b  そ の 他 の 証 明 書  １ 通 

               500 円 

    （ ウ 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

 

横 浜 市 総 合 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

 （ 利 用 料 金 ）   

第 ９ 条  セ ン タ ー を 利 用 す る 者 は 、 指 定 管 理 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 

額 の そ の 利 用 に 係 る 料 金 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。） を 支 払 わ

な け れ ば な ら な い 。 

（ 第 １ 号 か ら 第 ２ 号 の ２ ま で 省 略 ） 

(3)  診 療 所 を 利 用 す る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 額 を 合 算 し て 得 た 額 

  （ ア か ら オ ま で 省 略 ） 

                         の 範 囲 内 で 
カ  診 断 書 等 の 交 付 を 求 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 額 

  

   指 定 管 理 者 が 市 長 の 承 認 を 得 て 定 め る 額 
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   (ア)  診 断 書 

自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険 に 関 す る 診 断 書 、 生 命 保 険 に 
a   

年 金 に 関 す る 診 断 書 そ の 他 記 載 事 項 が こ れ に 類 す る も 

関 す る 診 断 書 そ の 他 記 載 事 項 が こ れ ら に 類 す る も の  １ 
の  １ 通  3,000 円 

通  9,900 円 
 

年 金 に 関 す る 診 断 書 そ の 他 記 載 事 項 が こ れ に 類 す る も 
b   

そ の 他 の 診 断 書  １ 通  1,000 円 

の  １ 通  6,600 円 
 

    c  そ の 他 の 診 断 書  １ 通  4,400 円  
 

(イ)  証 明 書 

                        4,400 円 
a  医 師 の 診 断 を 必 要 と す る 証 明 書  １ 通     

                        1,000 円 

2,200 円  
b  そ の 他 の 証 明 書  １ 通 

500 円 

（ 第 ４ 号 省 略 ） 
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